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１ 背景 

 牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針（以下

「本指針」という。）については、平成 16 年 11 月に公表

され、その後、平成 20 年の一部改正（疑似患畜の対象か

ら本病患畜の産子を除外）を経て現在に至っている。 

 一方、本病を含む特定家畜伝染病防疫指針については、

平成 23 年４月の家畜伝染病予防法の改正により、最新の

科学的知見及び国際的動向を踏まえ、少なくとも３年ごと

に再検討を加え、必要に応じてこれを変更することとされ

た。 

 今般、本指針の最終変更から５年以上経ていること及び

下記のとおり本病を取り巻く状況等が大きく変化してい

ることを踏まえ、本指針の変更について検討することとし

たい。 

 

２ 近年の状況変化 

（１）我が国における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生リス

クは、ＢＳＥ対策を講じてきた結果、以下のとおり大

幅に低下。 

① 飼料規制等の対策（別紙１）の開始から既に 10 年

以上が経過 

② 飼料規制開始（2001 年 10 月）直後の 2002年１月生

まれの牛を最後にＢＳＥの発生はない（別紙２） 

③ 世界的にみても、ＢＳＥの発生件数は 1992 年をピ



ークに低下し、昨年はわずか７頭の発生（別紙３） 

（２）このような中、2013 年５月、我が国は国際獣疫事務

局（ＯＩＥ）に「無視できるＢＳＥリスク」の国に認

定され、ＢＳＥ対策の有効性が国際的にも認められた

（別紙４）。 

（３）2013 年４月及び７月にそれぞれ、厚生労働省におい

て、と畜場における検査対象月齢が 21 か月齢以上から

30か月齢超及び 48か月齢超に順次引き上げられた（別

紙５）。 

（４）ＥＵにおいても、と畜牛及び死亡牛の検査月齢が順

次引き上げられている（別紙５）。 

 

３ ＢＳＥに関する科学的知見・データの集積 

  国内外におけるＢＳＥに関する科学的知見や集積さ

れたデータ（別紙６及び７）から、死亡牛の検査対象月

齢を現行の 24 か月齢以上から 48 か月齢以上に引き上げ

ても、我が国でのＢＳＥ感染牛の摘発に漏れが生じる可

能性は極めて低いと推察される。 

 

４ 本指針の変更の方針（案） 

  このような現状や科学的知見を踏まえ、飼料規制等の

有効性を引き続き確実に監視をしつつ、平成 27 年度か

ら死亡牛の検査対象月齢を 48 か月齢以上とすることと

したい。併せて、口蹄疫・豚コレラ等、最近変更された

他疾病の指針を踏まえ、より実態に即し、また、関係者

が平易に理解できるよう構成を変更（別添）することと

したい。



 

牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針の 

変更案の項目（骨子） 

 

前文  

第１ 基本方針  

第２ 発生時に備えた事前の準備 

 ・ 農林水産省の取組 

 ・ 都道府県の取組 

第３ ＢＳＥ監視のための検査 

 ・ 死亡牛検査等並びに異常牛の発見及び検査の実施等 

  ＜２４か月齢以上を４８か月齢以上に変更＞ 

 ・ 厚生労働省による検査 

第４ 病性等の判定  

 ・ 病性の判定 

 ・ 患畜及び疑似患畜の判定 

第５ 病性等判定時の措置  

 ・ 関係者への連絡 

 ・ 対策本部の設置及び国・都道府県等の連携 

 ・ 報道機関への公表等 

第６ 発生農場等における防疫措置  

 ・ 疑似患畜の殺処分等 

 ・ 患畜の同居牛の措置 

 ・ 死体の処理 

 ・ 汚染物品の処理 

 ・ 畜舎等の消毒 

 ・ 疫学情報の収集 

 ・ と畜場における発生時の措置 

第７ 発生の原因究明 

第８ その他  

  

別添 



○家畜伝染病予防法（抄） 

 

（特定家畜伝染病防疫指針等） 

第三条の二 

１～５ （略） 

６ 農林水産大臣は、最新の科学的知見及び国際的動向を踏まえ、

少なくとも三年ごとに特定家畜伝染病防疫指針に再検討を加え、

必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 

７ 農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、変更し、

又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の

意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めなければなら

ない。 
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4
5
頭

2
9
頭

2
1
頭

7
頭

19
92

20
01

20
02

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

全
体

37
,3

16
2,

21
5

2,
17

9
87

8
56

1
32

9
17

9
12

5
70

45
29

21
7

4
欧

州
（英

国
除

く）
36

1,
01

0
1,

03
2

52
9

32
7

19
9

10
6

83
56

33
21

16
4

3

英
国

37
,2

80
1,

20
2

1,
14

4
34

3
22

5
11

4
67

37
12

11
7

3
3

0
ア
メ
リ
カ

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
1

0
0

ブ
ラ
ジ
ル

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

カ
ナ
ダ

0
0

0
2

(※
1)

1
1

5
3

4
1

1
1

0
0

0
20

(※
2)

日
本

0
3

2
5

7
10

3
1

1
0

0
0

0
0

イ
ス
ラ
エ
ル

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4

19
0,

65
4

5,
96

8

18
4,

62
4

3 36

0
2 1

0

累
計

20
03

1,
38

9

77
2

61
1 0

4
頭
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・
 Ｏ

ＩＥ
（
国
際
獣
疫
事
務
局
）
は
、
申
請
に
基

づ
き
、
加
盟

国
の

Ｂ
Ｓ
Ｅ
発

生
リ
ス
ク
を
科
学
的

に
３
段

階
に
分
類

。
 

・
 我

が
国
は
、
平
成

2
5
年

5
月
、

O
IE
の
「
無
視

で
き
る

B
S
E
リ
ス
ク
」
の
国

に
認

定
。

 

・
 Ｅ

Ｕ
は
、

2
0
1
3
年
２
月
か
ら
、
一
定
の
条
件

を
満
た
し
た
国
は

健
康
と
畜
牛
の

検
査
を
行
わ

な
く
て
も
よ
い
旨

決
定
。
（
注

２
）
 

日
本

 
米
国

 
Ｅ
Ｕ

 

Ｂ Ｓ Ｅ 検 査

健
康
牛

 
4
8
か
月
齢
超
の
牛
全
頭

（
2
5
年

7
月
～
）
（
注
１
）
 

-
 

-
 
（
注

2
）
 

死
亡
牛

 
2
4
か
月
齢
以
上
の
牛

 

全
頭

 

一
部

 

（
3
0
か
月
齢
以
上
）
 

2
4
か
月
齢
超
の
牛

 

全
頭
（
注

3
）
 

Ｓ
Ｒ
Ｍ
除
去

 
全
月
齢
の
扁
桃
、
回
腸

遠
位
部

 

3
0
か
月
齢
超
の
頭
部

（
舌
・
頬
肉
を
除
く
。
）
、

 
せ
き
柱
、
せ
き
髄

 

全
月
齢
の
扁
桃
、
回
腸

遠
位
部

 

3
0
か
月
齢
以
上
の
頭

蓋
骨
、
脳
、
三
叉
神
経

節
、
脊
髄
、
眼
、
脊
柱
、

脊
髄
、
背
根
神
経
節

 

全
月
齢
の
十
二
指
腸
～

直
腸
、
腸
間
膜
、
扁
桃

 

3
0
か
月
齢
超
の
脊
柱
、

背
根
神
経
節

 

1
2
か
月
齢
超
の
頭
蓋
骨

（
下
顎
を
除
く
。
）
、
脳
、

眼
、
脊
髄

 

反
す
う
動
物

由
来
肉
骨
粉

の
取
扱
い

 

反
す
う
動
物
・
豚
・
鶏
に

給
与
禁
止

 
3
0
か
月
齢
以
上
の
牛

由
来
の
脳
・
脊
髄
等
に

つ
い
て
、
反
す
う
動
物
・

豚
・
鶏
に
給
与
禁
止

 

反
す
う
動
物
・
豚
・
鶏
に

給
与
禁
止

 

月
齢
の
判
別

方
法

 
牛
の
出
生
情
報
を
記
録

す
る
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

シ
ス
テ
ム

 

牛
の
出
生
情
報
の
記

録
又
は
歯
列
に
よ
る
判

別
 

牛
の
出
生
情
報
を
記
録

す
る
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

シ
ス
テ
ム

 

○
主

要
国

に
お
け
る
Ｂ
Ｓ
Ｅ
対

策
の

概
要

注
１
：
厚

生
労
働

省
は
、

食
品
安

全
委
員

会
の
答

申
に
基

づ
き
、

平
成

25
年
7
月
1
日
よ
り

、
と
畜

牛
の

検
査
月

齢
を

48
か
月
齢

超
に
見

直
し
。
 

注
２
：
ブ

ル
ガ
リ

ア
及
び

ル
ー
マ

ニ
ア
は

引
き
続

き
3
0か

月
齢
以

上
の
検

査
を
実

施
。
ま

た
、
独

及
び

仏
は
独

自
の
判

断
で
そ

れ
ぞ
れ

9
6か

月
齢
超
及

び
7
2か

月
齢
超

の
検
査

を
実
施

。
 

注
３
：
Ｅ

Ｕ
内
の

一
定
の

条
件
を

満
た
し

た
国
に

お
い
て

は
、
死

亡
牛
検

査
の
対

象
と
な

る
牛
の

月
齢

を
最
大

4
8か

月
齢
超
へ

と
変
更

す
る
こ

と
が
可

能
と
な

っ
て
い

る
（

20
0
9年

1月
1日

～
）
。
 

ス
テ
ー
タ
ス

 
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

 
リ
ス
ク
低
減
措
置

 

無
視
で
き
る

 

リ
ス
ク

 

５
万
頭
に
１
頭
の

B
S
E
感
染
牛
の

検
出
が
可
能
な

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

 

①
過
去

1
1
年
以
内
に
自
国
内
で

生
ま
れ
た
牛
で
発
生
が
な
い
こ
と

 

②
有
効
な
飼
料
規
制
が
８
年
以
上

実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

 

管
理
さ
れ
た

 

リ
ス
ク

 

1
0
万
頭
に
１
頭
の

B
S
E
感
染
牛
の

検
出
が
可
能
な

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

 

有
効
な
飼
料
規
制
が
実
施
さ
れ
て

い
る
こ
と

 

○
Ｏ
ＩＥ
に
よ
る
Ｂ
Ｓ
Ｅ
ス
テ
ー
タ
ス
区

分
と
条

件

「
無

視
で

き
る

BS
Eリ

ス
ク

」
の

国
認

定
証

「
こ
れ

ま
で
長
期

間
に
わ

た
り
飼

料
規

制
や

サ
ー
ベ

イ
ラ
ン
ス
な
ど
、
我

が
国

の
厳

格
な
Ｂ
Ｓ
Ｅ
対

策
を

支
え
て
き
た
生

産
者

、
レ
ン
ダ
リ
ン
グ
業
界
、
飼
料

業
界

、
と
畜

場
、
食

肉
流

通
加

工
業

界
、
獣

医
 

師
、
地

方
行

政
機

関
等

、
皆

様
の

不
断

の
努

力
の
成
果
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
」
 

（
平

成
2
5
年

6
月

4
日

林
農

林
水

産
大

臣
記

者
会

見
）
 

「
無
視
で
き
る

B
S
E
リ
ス
ク
」
の
国

ス
テ
ー
タ
ス
に
つ
い
て

 

平
成

2
5
年

5
月
認
定

 

（
４

）
日

本
の

Ｂ
Ｓ
Ｅ
ス
テ
ー
タ
ス
の

認
定

、
各

国
に
お
け
る
Ｂ
Ｓ
Ｅ
対

策
の

概
要
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日
本

 
米

国
 

カ
ナ

ダ
 

E
U

 
O

IE
 

（
注

３
）

 

健
康

と
畜

牛
 

2
1
か

月
齢

以
上

 
↓

(2
0

1
3
年

４
月

) 

3
0
か

月
齢

超
 

↓
(2

0
1

3
年

７
月

) 

4
8
か

月
齢

超
 

－
 

－
 

3
0
か

月
齢

超
 

↓
(2

0
0

9
年

１
月

)

4
8
か

月
齢

超
 

↓
(2

0
1

1
年

７
月

)

7
2
か

月
齢

超
 

↓
(2

0
1

3
年

7
月

)

撤
廃

（
注

２
）

 

3
6
か

月
齢

超
 

の
一

部
 

緊
急

と
畜

牛
 

（
注

１
）

 

2
4
か

月
齢

以
上

 

2
4
か

月
齢

以
上

 

3
0
か

月
齢

 
以

上
の

一
部

 
3

0
か

月
齢

 
以

上
の

一
部

 

2
4
か

月
齢

超
 

↓
(2

0
0

9
年

１
月

)

4
8
か

月
齢

超
 

3
0
か

月
齢

超
 

の
一

部
 

死
亡

牛
 

2
4
か

月
齢

以
上

 
3

0
か

月
齢

 
以

上
の

一
部

 
3

0
か

月
齢

 
以

上
の

一
部

 

2
4
か

月
齢

超
 

↓
(2

0
0

9
年

１
月

)

4
8
か

月
齢

超
 

3
0
か

月
齢

超
 

の
一

部
 

臨
床

症
状

 
疑

い
牛

 
全

月
齢

 
全

月
齢

 
全

月
齢

 
全

月
齢

 
全

月
齢

 

厚 労 省 農 水 省

A
 

と
畜

場
 

B
 

農
場

 

（
注

１
）

日
本

に
お

け
る

緊
急

と
畜

牛
の

詳
細

は
以

下
の

と
お

り
。

 
A
：

生
体

検
査

に
お

い
て

運
動

障
害

、
知

覚
障

害
、

反
射

又
は

意
識

障
害

等
の

神
経

症
状

が
疑

わ
れ

た
も

の
及

び
全

身
症

状
を

呈
し

、
と

畜
場

で
検

査
さ

れ
た

牛
 

B
：

ヘ
モ

フ
ィ

ル
ス

ソ
ム

ナ
ス

感
染

症
、

大
脳

皮
質

壊
死

症
、

ダ
ウ

ナ
ー

症
候

群
等

が
疑

わ
れ

る
も

の
を

含
め

た
中

枢
神

経
症

状
を

呈
し

た
牛

又
は

起
立

困
難

若
し

く
は

起
立

不
能

で
原

因
が

特
定

で
き

な
い

で
農

場
で

検
査

さ
れ

た
牛

。
ま

た
、

神
経

症
状

以
外

の
理

由
に

よ
り

と
殺

・
解

体
禁

止
と

な
り

、
死

亡
、

又
は

と
う

汰
さ

れ
て

農
場

で
検

査
さ

れ
た

牛
 

（
注

２
）

2
0

0
7
年

に
E

U
に

加
盟

し
サ

ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

デ
ー

タ
の

蓄
積

等
が

十
分

で
な

い
ブ

ル
ガ

リ
ア

及
び

ル
ー

マ
ニ

ア
は

引
き

続
き

3
0
か

月
齢

以
上

の
検

査
を

実
施

。
ま

た
、

ド
イ

ツ
及

び
フ

ラ
ン

ス
は

独
自

の
判

断
で

そ
れ

ぞ
れ

9
6
か

月
齢

超
及

び
7

2
か

月
齢

超
の

検
査

を
実

施
。

 
（

注
３

）
O

IE
 B

S
E
コ

ー
ド

で
は

、
区

分
毎

に
検

査
対

象
推

奨
月

齢
が

設
定

さ
れ

て
い

る
が

、
必

ず
し

も
そ

の
対

象
月

齢
で

の
検

査
が

求
め

ら
れ

て
い

る
わ

け
で

は
な

く
、

３
つ

以
上

の
区

分
に

つ
い

て
検

査
し

７
年

間
で

1
5
万

ポ
イ

ン
ト

を
収

集
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 

（
５

）
主

要
国

に
お
け
る
B
S
E
検

査
の

比
較
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我
が

国
の

B
S

E
感

染
状

況
の

評
価

 
（

平
成

2
5
年

度
レ

ギ
ュ

ラ
ト

リ
ー

サ
イ

エ
ン

ス
新

技
術

開
発

事
業

成
果

）
 

１
．

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

モ
デ

ル
に

よ
る

推
定

 

①
動

物
衛

生
研

究
所

の
開

発
し

た
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
モ

デ
ル

に
よ

り
、

1
9

9
5
年

か
ら

2
0

0
1
年

ま
で

の
７

年
間

（
飼

料
規

制
が

行
わ

れ
て

お
ら

ず
B

S
E
感

染
の

可
能

性
が

存
在

し
た

期
間

）
に

生
ま

れ
た

牛
の

B
S

E
感

染
頭

数
※
を

推
定

 
②

 
①

で
推

定
し

た
感

染
牛

が
い

つ
ま

で
生

存
す

る
か

を
推

定
 

（
２

）
結

果
 

こ
れ

ら
の

感
染

牛
は

乳
用

牛
、

肉
用

牛
と

も
に

2
0

1
0
年

に
は

全
て

死
亡

し
た

と
推

定
 

→
 

日
本

に
B

S
E
感

染
牛

が
残

っ
て

い
る

可
能

性
は

極
め

て
低

い
 

※
 

こ
れ

ま
で

に
日

本
で

は
3

6
頭

の
陽

性
牛

が
摘

発
さ

れ
て

い
る

が
、

 
①

B
S

E
に

感
染

し
て

い
て

も
摘

発
可

能
月

齢
に

達
す

る
ま

で
に

死
亡

す
る

（
と

畜
さ

れ
る

）
牛

が
存

在
す

る
こ

と
②

B
S

E
発

生
以

前
は

大
規

模
な

ｻ
ｰ
ﾍ
ﾞ
ｲ
ﾗ
ﾝ
ｽ
が

実
施

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

こ
と

等
の

理
由

に
よ

り
、

我
が

国
の

B
S

E
感

染
牛

頭
数

は
、

よ
り

多
か

っ
た

と
考

え
ら

れ
る

。
 

２
．

B
S

u
rv

E
モ

デ
ル

に
よ

る
推

定
 

（
１

）
目

的
・

方
法

 

（
２

）
結

果
 

2
0

1
2
年

時
点

で
生

存
し

て
い

る
２

歳
以

上
の

牛
の

B
S

E
感

染
牛

の
最

尤
推

定
値

（
最

も
も

っ
と

も
ら

し
い

値
）

は
、

１
万

頭
当

た
り

０
頭

。
 

（
１

）
目

的
・

方
法

 
英

国
中

央
研

究
所

等
が

開
発

し
た

モ
デ

ル
に

よ
り

、
健

康
と

畜
牛

、
緊

急
と

畜
牛

、
死

亡
牛

、
臨

床
症

状
疑

い
牛

の
検

査
デ

ー
タ

か
ら

、
誕

生
年

毎
の

B
S

E
感

染
牛

数
や

、
現

存
牛

中
の

感
染

牛
頭

数
を

推
定

。
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「プリオン評価書 牛海綿状脳症（BSE）対策の見直しに係る食品健康影

響評価②」（2013 年５月 食品安全委員会）より抜粋 
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